
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期巡回随時対応型訪問介護看護サービス 

tiptop！ 



 

 

 

合同会社 tiptop! 代表社員 寺岡佐記と申します。 

当社は、『利用者様に最高・素晴らしいケアを提供させていただく』というコンセプトで 2022 年 5 月 

1 日に立ち上げました。 

高齢者にとって、慣れ親しんだ自宅を離れて新しい環境に移り住むことは大きなストレスになる可能 

性があります。住み慣れた我が家で過ごしたい。という当たり前の願いを叶えたい。 

ご縁によってつながった一人ひとりの利用者様の生活に寄り添いながら必要な訪問介護・看護サービ

スを提供していきます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

〇会社概要 

会社名 合同会社 tiptop！ 

所在地 〒780-0048 

高知県高知市吉田町 9-9 

代表者名 寺岡 佐記 

事業内容 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・訪問看護 

従業員数 10 人 

連絡先 TEL 088-855-7151  /  FAX 088-803-4188  /  ✉ tiptopllc21@gmail.com 

ホームページ https://tiptopllc21.wixsite.com/my-site 

会社設立年月 2022 年 2 月 1 日 

資本金 100 万円 

 

〇会社理念 

  私たちは恕の心を大切に、利用者様一人一人にとって最高のケアを提供し、在宅生活を 

  支え続けます 

１． 出来る事が維持できるよう支援します。 

２． 明るい笑顔、挨拶、返事を行い、なんでも相談できるような関係性が築けるように努めます。 

３． 地域、多職種と連携を密に行い、慣れ親しんだ地域で、穏やかに過ごせるよう支援します。 

 

 

  

 

 

 

ご挨拶

訪問介護・看護 

訪問介護・看護 



〇介護とは 

  老齢や心身の障害などの原因により日常生活を営むことに支障がある人に対して、日常生活の動作、 

家事、健康管理、社会活動の援助などを行うことをいいます。また、身体的・精神的にも尊厳ある自 

立した生活が送れるように支援をする事です。 

 

〇介護の基本方針 

１． 自立支援 

単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援する。 

２． 利用者本位 

利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる。 

３． 社会保険方式 

給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用する。 

 

〇定期巡回・随時対応サービスとは 

 ・利用対象者は、要介護度 1～5 の方で要支援 1・２の方は利用することが出来ません。 

なお、地域密着型サービスの為、住民票が事業所と同じ方のみになります。 

 ・定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、看護サービスの 4 つのサービスを組み合 

わせ、24 時間 365 日のサービス提供体制です。 

１．定期巡回サービス 

利用者様ごとに訪問介護計画書をもとに、訪問介護員または訪問看護師が利用者様のご自宅を定 

期訪問し、24 時間対応の介護サービスを提供します。一日に複数回訪問し、一回の訪問は約 10 

～20 分程度で、短時間の身体介護（食事介助、清拭介助、排泄介助、点眼、安否確認など）を中   

心に行います。 

 ２．随時対応・随時訪問サービス 

   利用者様からの電話連絡をオペレーターが受け、状況を確認したうえで必要に応じて 24 時間訪問 

サービスを提供します。 

 ３．看護サービス 

   主治医の指示書があった場合に、看護師が利用者様宅を訪問し看護サービスを提供します。ただ 

し指示書が無くても、月に 1 回看護アセスメントで訪問をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇訪問介護との違い 



 訪問介護 定期巡回 

 

再訪問の制限 

 

あり 

２時間間隔を開ける 

 

 

なし 

1 分後に再訪問可 

 

 

他のサービスの 

同時訪問制限 

 

 

あり 

 

 

なし 

利用者様に不利益がなければ可 

 

サービス内容  

による制限 

 

 

あり 

身体〇分生活〇分と内容に 

よって算定の制限あり 

 

 

なし 

 

 

 

サービス内容 

変更の権限 

 

 

ケアマネージャー 

 

計画作成責任者（※ 

必要に応じて計画作成責任者の 

判断で変更可 

 

（※計画作成責任者・・・看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員 

 

〇事例 

 １．男性/96 歳/要介護 4 

①情報 

   ・独居。唯一の家族は市外在住で、利用者様宅へは頻繁には来られない。   

   ・デイサービスを週 4 回利用 

   ・身支度や排泄等は自立している 

  ②訪問予定 

   ・9 時、14 時、19 時に訪問し、各食事の準備と内服の確認、適宜の掃除、ポータブルトイレの洗 

浄。 

   ・月曜、火曜、水曜、金曜の訪問は 9 時のみ。 

   ・買い物代行を木曜日に実施。 

 

 2．女性/80 歳/要介護 5 

  ①情報 

   ・ほぼ寝たきりの生活 

   ・家族と同居 

   ・日中は家族が仕事の為ひとりで居る時間が⾧い 



  ②訪問予定 

   ・起床時、就寝時等 1 日 5 回の訪問で、オムツ交換や陰部洗浄、体位変換や水分補給を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ホームページ QR コード 


